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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 12日 (2007.3.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 撮 像 面 を 有 す る 固 体 撮 像 素 子 と 、 開 口 部 お よ び 接 続 導 体 を 有 す る 絶 縁 基 体 と を 、 前 記 撮
像 面 が 前 記 絶 縁 基 体 に 対 し て フ ェ イ ス ダ ウ ン す る よ う に 接 続 し た 固 体 撮 像 装 置 に お い て 、
前 記 絶 縁 基 体 は 、 前 記 開 口 部 の 周 縁 に 前 記 撮 像 面 よ り 広 い 面 積 の 窪 み を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 固 体 撮 像 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 絶 縁 基 体 が 、 配 線 基 板 か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 絶 縁 基 体 が 、 樹 脂 成 形 パ ッ ケ ー ジ か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮
像 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　
【 手 続 補 正 ２ 】

前 記 絶 縁 基 体 の 窪 み 部 は 、 前 記 開 口 部 よ り 広 い 面 積 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ な
い し ３ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 。

前 記 絶 縁 基 体 の 窪 み 部 は 、 前 記 絶 縁 基 体 の 開 口 部 に 照 射 さ れ る 紫 外 線 が 、 前 記 固 体 撮 像
素 子 を 前 記 絶 縁 基 体 に 接 続 す る た め の 紫 外 線 硬 化 封 止 剤 に 照 射 さ れ る よ う な 窪 み 部 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 。

前 記 紫 外 線 硬 化 封 止 剤 は 、 紫 外 線 ・ 熱 両 用 硬 化 型 で あ る 請 求 項 ５ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 。



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 の 請 求 項 １ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 撮 像 面 を 有
す る 固 体 撮 像 素 子 と 、 開 口 部 お よ び 接 続 導 体 を 有 す る 絶 縁 基 体 と を 、 前 記 撮 像 面 が 前 記 絶
縁 基 体 に 対 し て フ ェ イ ス ダ ウ ン す る よ う に 接 続 し た 固 体 撮 像 装 置 に お い て 、 前 記 絶 縁 基 体
は 、 前 記 開 口 部 の 周 縁 に 前 記 撮 像 面 よ り 広 い 面 積 の 窪 み を 有 す る
　

　

　

　

　
こ と を 特 徴 と す る 。

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(2) JP 2005-303213 A5 2007.4.26

こ と を 特 徴 と す る 。
ま た 、 本 発 明 の 請 求 項 ２ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 で あ っ

て 、 前 記 絶 縁 基 体 が 、 配 線 基 板 か ら な る こ と を 特 徴 と す る 。
ま た 、 本 発 明 の 請 求 項 ３ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 で あ っ

て 、 前 記 絶 縁 基 体 が 、 樹 脂 成 形 パ ッ ケ ー ジ か ら な る こ と を 特 徴 と す る 。
ま た 、 本 発 明 の 請 求 項 ４ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 請 求 項 ２ な い し ３ 記 載 の 固 体 撮 像 装

置 で あ っ て 、 前 記 絶 縁 基 体 の 窪 み 部 は 、 前 記 開 口 部 よ り 広 い 面 積 で あ る こ と を 特 徴 と す る
。

ま た 、 本 発 明 の 請 求 項 ５ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 請 求 項 １ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 で あ っ
て 、 前 記 絶 縁 基 体 の 窪 み 部 は 、 前 記 絶 縁 基 体 の 開 口 部 に 照 射 さ れ る 紫 外 線 が 、 前 記 固 体 撮
像 素 子 を 前 記 絶 縁 基 体 に 接 続 す る た め の 紫 外 線 硬 化 封 止 剤 に 照 射 さ れ る よ う な 窪 み 部 で あ
る こ と を 特 徴 と す る 。

ま た 、 本 発 明 の 請 求 項 ６ に 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 は 、 請 求 項 ５ 記 載 の 固 体 撮 像 装 置 で あ っ
て 、 前 記 紫 外 線 硬 化 封 止 剤 は 、 紫 外 線 ・ 熱 両 用 硬 化 型 で あ る
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